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土のうステーション設置箇所土のうステーション設置箇所

焼津市 土のうステーション

１

台風襲来や突発的な大雨に備え、市民の皆様が自宅を守るため、必要に応じて土

のうを使用できるように、土のうステーション（土のう置き場）を設置しています。
利用にあたっては、裏面をご確認ください。

カバーを外して、カゴの中から
土のうが取り出せます。
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利用上のルール等 （Ｑ＆Ａ）利用上のルール等 （Ｑ＆Ａ）２

■維持管理

Ｑ： 土のうの補充は誰が行うのか？

Ａ： 市が補充します。

Ｑ： 土のうの補充の連絡はどうしたら良いか？

Ａ： 土のうが不足しそうになった場合は市へ連絡してください。（連絡先は下記の通りです。）

また、平常時に、自治会等で備蓄状況を確認していただけると助かります。

Ｑ： 土のうステーションの管理は誰が行うのか？

Ａ： 土のうステーションが破損した場合は、市が対応しますので、ご連絡をお願いします。

■利用方法

Ｑ： 土のうはどのように取り出せるか？

Ａ： 白いカバーを取り外し、中の籠から土のうを取り出してください。

Ｑ： 一人何個まで持ち出して良いか？

Ａ： 多くの人にご利用いただくため、原則として、一世帯20袋までとさせていただきます。

Ｑ： 土のうの持ち出しに当たり、手続きは必要か？

Ａ： 手続きは不要です。ただし、水防以外の利用目的での持ち出しは禁止とします。

Ｑ： 土のう袋は使用後、返却しても良いか？

Ａ： 使用後の土のうは、返却せず、各世帯で保管等をお願いします。

水害に備え、備蓄をお勧めします。

■その他

Ｑ： 土のうステーションの寸法は？

Ａ： 幅1.2m、奥行0.8m、高さ1.0mです。

Ｑ： 各土のうステーションに何個土のうが備蓄できるか？

Ａ： 100袋程度の土のうが備蓄できます。

■お問い合せ 焼津市河川課河川計画担当 TEL 054-626-1118   FAX 054-626-9416
mail kasen@city.yaizu.lg.jp

利用の注意点利用の注意点

土のうは、重いもので２０㎏以上あります。土のうの運搬、積み降ろしの際は、十分注意してください。


